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第４章 現状・課題 

 

第１節 保存管理 

１．史跡の保護 

現状： 

● 令和５年１月現在、取掛西貝塚の保護すべき範囲 73,372.40 ㎡のうち、約 53％

の 39,032.42 ㎡が史跡に指定されているが、残りの約 47％は未指定であり、周知

の埋蔵文化財包蔵地として取り扱われている。史跡として保護されていない。 

● 史跡指定地のうち、市有地は 7,654.51 ㎡にとどまっており、大部分が民有地で

あることから、今後の土地利用による遺跡への影響が生じる恐れがある。 

● 史跡指定地内外の民有地は、多くが農地や宅地として利用されており、ただち

に史跡の整備・活用をはかることができない状況である。 

● 現状では、史跡を保護するための現状変更等の取扱いについて、具体的なルー

ルが明示されていない。 

課題： 

● 史跡を確実に保存し、継承するためには、保護すべき範囲全体の史跡指定が必

要である。 

● 史跡の保存活用を進めるため、所有者の同意や関係者の理解を得て、指定地の

公有地化を進める必要がある。 

● 史跡を適切に保護するため、指定地内外を地区区分し、区分ごとに現状変更等

の取扱い方針・基準を示す必要がある。 

２．史跡の維持管理と保全 

現状： 

● 市が取得した史跡用地や休耕地などに雑草が繁茂し、隣接する住民や営農者か

ら苦情がでている。 

● 史跡周囲の傾斜地を含む山林部分にごみの不法投棄が見られる。 

● 山林部分の樹木が繁茂し、道路通行の安全への影響が生じている。 

● 遺跡周囲の傾斜地・崖地については、擁壁等が設置されていない範囲が土砂災

害警戒区域に指定されており、近年、その一部について崩落がみられる。 

課題： 

● 史跡用地や休耕地などについて草刈り等の維持管理を適切に行う必要がある。 

● 不法投棄や樹木の繁茂について、所有者で処理しきれない事例への対応策を検

討する必要がある。 

● 台地の地形景観がよく残る傾斜地を保全するとともに、崖地の崩落防止の対策

が必要だが、具体的な方法がわかっていない。 
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第２節 活用 

１． 取掛西貝塚の知名度の向上 

現状： 

● 令和３年度市民アンケートの結果、「取掛西貝塚を知っている」「名前は聞い

たことがある」と回答した割合が約 25％であり、特に 10 代・20 代では約 13％と

かなり認知度が低い。史跡の価値と重要性について、市民にあまり知られていな

い。 

課題： 

● 史跡の価値と重要性について、広く周知を図る必要がある。 

２． 学校教育における活用  

現状： 

● 令和４年度に実施した教職員アンケートの結果、遺跡や文化財を授業に活用した

ことがある割合が約 31％と学校教育であまり活用されていない。 

課題： 

● 教員への周知・啓発をはかり、学校の授業での史跡の活用を推進する。 

３． 生涯学習における活用 

現状： 

● 出前講座や講演会を実施している。 

● 飛ノ台史跡公園博物館で小規模な展示を行っている。 

課題： 

● 出前講座等の充実 

● 飛ノ台史跡公園博物館や郷土資料館での展示・講座等の充実 

４． 活用の拡大 

現状： 

● 講演会の実施は史跡単体での活用にとどまっている。 

課題： 

● 市内の遺跡や文化財を含めた総合的な活用 

● 市域だけでないより広い地域の視点での活用 

５． 市民による活用 

現状： 

● 令和４年度市政モニターアンケートで「取掛西貝塚にとても興味がある」「取掛

西貝塚に興味がある」市民の割合が約 58％と多く、保存や活用するためのイベン

ト等に参加したいと思う割合は約 65％であった。 

● 市民自ら活用する方法について、検討・実施されていない。 

課題： 

● 市民の史跡として、市民自ら活用する方法を検討する 
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６． 新たな活用 

現状： 

● 商業や観光など、新たな視点による文化財活用について、検討・実施していない。 

課題： 

● 新たな視点による文化財活用についての調査研究。 

７． 新たな価値づけと市民への還元 

現状： 

● 動物骨集中の検討など、さまざまな学術的課題がある。 

課題： 

● 史跡の新たな価値を掘り出し、市民に還元するとともに日本の歴史研究に寄与す

る。 

● 財政的・人的資源の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真● 博物館における学校見学 
写真● 取掛西貝塚を紹介するパンフレット 

写真● 取掛西貝塚講演会（令和 3年度） 

写真● 取掛西貝塚に関する SNS 発信 
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第３節 整備 

１． 活用のための整備 

現状： 

● 飛ノ台史跡公園博物館では、取掛西貝塚の貝層剥ぎ取り標本の展示のみであ

り、史跡の価値と重要性について、十分に理解できない。 

● 史跡へのアクセスサインが整備されていないため、現地の場所がわかりにく

い。 

● 史跡内の２か所に簡易な説明板が設置されている。 

課題： 

● 学習拠点として、飛ノ台史跡公園博物館や郷土資料館の展示の充実を図る。 

● 史跡へアクセスしやすい環境の整備 

● 現地で見学できる説明板等の設置・充実 

２． 保存のための整備  

現状： 

● 遺跡の西側は、海老川上流地区土地区画整理事業地や都市計画道路整備地区と接

している。 

● 看板などの工作物が今後保護すべき範囲内に存在する。 

課題： 

● まちづくりと史跡保護が両立するように関係機関等と協議を進める必要があ

る。 

● 撤去・移転に向けた所有者等との協議の実施 

 

 

 

  

写真● 現地の簡易説明板（１） 写真● 現地の簡易説明板（２） 
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第４節 運営・体制の整備 

現状： 

● 学校の教員、博物館等職員は、史跡取掛西貝塚保存活用計画策定委員会に参加

している。また、学校教育の所管課にも随時、相談を行っている。 

● 各分野の専門家の指導・助言の下、継続的な調査研究を行っている。 

課題： 

● 保存活用計画策定後の学校、博物館等との連携体制の構築 

● 調査研究推進のための専門家・研究機関等との連携体制の構築 
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第５章 大綱・基本方針 

 

第１節 大綱 

 取掛西貝塚は、東京湾が形成されはじめた時期に、その周辺の豊かな環境と資源を活かし

て縄文人が定住し、関東最大級の規模となるまでその痕跡を積み重ねた、約 1 万年前の縄文

人の記憶が眠る場所である。 

 また、船橋市は縄文時代にとどまらず、弥生時代から近世、さらには現代に至るまで、歴

史・文化のうえで海との関わりが深く、取掛西貝塚はそのルーツともいえる遺跡である。 

 このような取掛西貝塚の価値や特色については、確実に保存して未来に継承するととも

に、現状と課題をふまえながら、計画的かつ実効性のある保存・活用・整備の取組みを進め

ていく必要がある。また、具体的な取組みを展開するためには、船橋市が土地所有者をはじ

めとした関係権利者や関係団体、市民・地域活動団体との連携・協働を図りながら、史跡の

保存・活用・整備を支える仕組み・体制を構築する必要がある。 

これらの観点とともに、これまでに示してきた取掛西貝塚の本質的価値と構成要素を踏

まえ、保存活用計画における大綱を下記のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

  

「海とふなばし」をつなげる歴史的起点・「取掛西貝塚」の価値と特色を、 

地域の財産として市民と共に永く伝え・守り・活かす 
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第２節 基本方針 

 取掛西貝塚の価値や現状・課題を踏まえるとともに、前述の大綱を考え方の根本に据え、

史跡の保存活用計画における基本方針を下記のとおり設定する。 

 

１．保存管理 

貴重な歴史的財産である取掛西貝塚を恒久的に保存し、未来へ継承する。 

〔方向性〕  

・本質的価値を構成する要素の確実な保存 

・史跡の追加指定と公有地化の推進 

・地区区分に基づく保存管理方法の明確化と現状変更等取扱基準の設定 

・史跡の適切な管理 

・行政の連携と市民との協働による保存管理 

 

２．活用 

様々な活用を通じて、取掛西貝塚の本質的価値をわかりやすく、正しく伝え、その魅力を

向上させる。 

  〔方向性〕 

 ・史跡の周知・啓発 

  ・学校教育での活用推進 

・博物館等を拠点とした生涯学習の推進 

・市内の遺跡や文化財を含む総合的な活用 

・市民の「史跡」として市民自ら活用 

  ・継続的な調査研究の実施と市民への還元 

 

３．整備 

活用の方針を達成するために必要な整備を進める 

まちづくりとしての遺跡の整備を進める 

  〔方向性〕 

 ・学習拠点としての博物館等の整備推進 

  ・市民が現地にアクセスしやすい環境の整備 

  ・現地における市民による活用の推進 

  ・まちづくりとしての遺跡の整備推進 

 

４．運営・体制 

取掛西貝塚の適切な保存・活用のため、運営体制を整備する。 

  〔方向性〕 
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  ・保存管理・活用の体制づくり 

  ・市民との連携強化 

  ・学校教育における活用推進のための体制構築 

  ・調査研究を推進するための体制整備 
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・
追
加
指
定

・
土
地
の
公
有
化

・
維
持
管
理

・
調
査
・
研
究
の
実
施

＜
方
向
性
＞

・
史
跡
の
周
知
・
認
知
度
の
向
上

・
市
⺠
活
動
・
地
域
と
の
連
携

・
遺
跡
の
重
要
性
を
学
ぶ
場
と
し
て
の
活
用
、
市
⺠
が
訪
れ
る
機

会
の
提
供

・
調
査
研
究
・
情
報
発
信
の
継
続
的
な
実
施

＜
方
法
＞

・
学
校
教
育
に
お
け
る
活
用

・
社
会
教
育
に
お
け
る
活
用

・
地
域
に
お
け
る
活
用

＜
方
向
性
＞

基
本
方
針
と
同
一

＜
方
法
＞

（
１
）
保
存
の
た
め
の
整
備

 
・
地
中
遺
構
の
確
実
な
保
護
措
置

 
・
斜
面
地
の
防
災
・
環
境
保
全
措
置

（
２
）
活
用
の
た
め
の
整
備

 
・
縄
文
ム
ラ
で
の
暮
ら
し
を
「
体
験
」
す
る
整
備

 
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
ゾ
ー
ン
・
便
益
設
備
の
整
備

 
・
史
跡
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
円
滑
化

 
・
多
く
の
人
が
親
し
め
る
環
境
の
整
備

＜
方
向
性
＞

基
本
方
針
と
同
一

＜
方
法
＞

・
管
理
体
制
の
充
実
（
管
理
団
体
）

・
市
⺠
の
理
解
・
協
⼒
の
促
進

・
学
校
教
育
と
の
連
携

・
土
地
所
有
者
・
管
理
者
と
の
連
携

・
庁
内
・
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
整
備

・
保
存
・
活
用
・
整
備
の
た
め
の
調
査
・
研
究
に
つ
い
て
の
専
門

的
な
体
制
整
備

＜
大
綱
＞

 
「
海
と
ふ
な
ば
し
」
を
つ
な
げ
る
歴
史
的
起
点
・
取
掛
⻄
⾙
塚
の
価
値
と
特
⾊
を
、
地
域
の
財
産
と
し
て
市
⺠
と
共
に
永
く
伝
え
・
守
り
・
活
か
す

表
●

 
大

綱
及
び

各
項
目
の

関
係
性

 

基本方針と方向性について 

関係が一覧できるように表形式にまとめる 

 

差し替える予定です 



 

63 

 

第６章 保存（保存管理） 

 

第１節 方向性  

 

基本方針：貴重な歴史的財産である取掛西貝塚を恒久的に保存し、未来へ継承する。 

 

・本質的な価値を構成する要素の確実な保存 

  取掛西貝塚の本質的価値を確実に保存するために、史跡指定範囲及び保護を要する範

囲の全体について指定及び公有地化を目指す。 

 

・地区区分に基づく保存管理方法の明確化と現状変更等取扱基準の設定 

  本質的価値を有する要素を確実に保護し、次世代へ継承していくために、史跡指定範囲

やその周辺地域について保存管理のための地区区分を設定し、地区ごとの保存管理の方

法と現状変更等の取扱基準を定める。 

 

・史跡の適切な管理 

 雑草の繁茂を防ぎ、遺跡内の美化を維持する。また、傾斜地の崩落防止措置の検討を

行う。 

 

・行政の連携と市民との協働による保存・管理 

  史跡の保存活用及び整備事業は本市における重要事業であるとの認識を、庁内関係部

署と共有し、連携体制を整える必要がある。また、地域住民をはじめとする市民と、史跡

のもつ価値を共有し、地域にとってかけがえのない重要な財産であるとの共通理解のも

と、行政と市民の協働による保存・管理に向けた連携体制を構築する。 

 

第２節 方法 

 史跡を現地において恒久的に保存し管理していくために、保存管理に向けた地区区分を

設定する。設定した地区区分ごとに、建築物・工作物の新増改築や、道路等の改修、土木工

事などの現状変更を伴う行為についての取扱い基準を定めることで、取掛西貝塚の適切な

保存管理を図る。 

 

１．地区設定 

 保護すべき範囲について、第●図のとおり、A～G 地区までの 7 地区に区分する。地区の

性格、所有の状況等については、表●～●に示す。 

（１） 史跡指定地 

土地の利用状況に応じて、A～E 地区までの５地区に区分する。 
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A 区：農地エリア、B 区：宅地エリア、C 区：山林エリア、D 区：道路エリア、 

E 区：農道エリア 

（２） 未指定地  

土地の利用状況に応じて、F・G 地区の２地区に区分する。 

F 区：農地・山林エリア、G 区：宅地・雑種地エリア 

 

２．現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針及び取扱基準 

 史跡指定地において、土地の現状を変更する行為（土地の利用状況の変更や地形を改変す

る行為等）及び保存に影響を及ぼす行為（景観・環境等において将来にわたり支障を来す行

為）を行う場合には、許可申請の不要な維持の措置や災害等の応急措置の場合を除いて、文

化庁長官の許可あるいは権限移譲を受けた船橋市教育委員会の許可を得る必要がある。 

この手続きには時間を要するため、計画の早い段階で船橋市教育委員会に相談し、余裕を 

もって事前の協議・調整を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡指定範囲 

A 地区（農地エリア） 

B 地区（宅地・雑種地エリア） 

C 地区（山林エリア） 

D 地区（道路エリア） 

E 地区（農道エリア） 

史跡指定地外 

F 地区（農地・山林エリア） 

G 地区（宅地・道路エリア） 
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 また、指定地内の耕作地等において、従来の土地利用状況を継続する日常的な営農や維持

管理行為については、史跡の保存への影響が軽微であるものに限り許可申請を不要とする。

ただし耕作等については、遺構が位置する土層の深度に到達しない範囲での掘削にとどめ

るものとする。 

（１） 地区区分ごとの具体的な保存管理の手法 

 表●～●のとおり、現状変更許可区分及び地区区分ごとに、現状変更等の取扱、発掘調査

の方法について定める。 

（２）現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針及び取扱基準 

 A～E 地区は指定地内であり、原則として、史跡の調査研究・保存活用に資する行為以外

の現状変更は認めない。ただし、既存の工作物・道路等に関しては、史跡の本質的価値を損

なわず、地下遺構に影響のないものに限り、現状変更を認める。 

F・G 地区は保護すべき範囲に含まれているが、追加指定までは文化財保護法に基づく周

知の埋蔵文化財包蔵地の扱いとなる。遺構が確認された場合は、土地所有者等の理解と協力

のもと、可能な限り、現状保存を図る。追加指定後は、F 地区が A・C 地区、G 地区が B 地

区と同様の扱いとなる。 

 

３．追加指定 

 指定地外の F・G 区については保護すべき範囲に含まれており、取掛西貝塚保護のために

土地所有者へ遺跡保護に対する理解・協力を求めるとともに、史跡指定の同意が得られた土

地については、順次、史跡の追加指定を行う。 

 

４．公有地化 

 史跡指定地（追加指定した場合を含む）については、土地所有者の同意を得て、土地の公

有地化を図る。 

 

５．維持管理 

 史跡指定地やその周辺については、草刈、樹木剪定、囲いの設置など適切に維持管理を

行う。また、市民参加型の美化活動など市民協働の維持管理方法を検討し、実現化を目指

す。市有地外の管理について、所有者の負担を軽減できるよう、行政連携による方法を検

討する。傾斜地の崩落防止策を調査・検討し、崩落、もしくは崩落の危険が極めて高いと

きは、防止の措置を実施する。 
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地区区分 A 地区 

（農地エリア） 

 

B 地区 

（宅地・雑種地エリア） 

 

C 地区 

（山林エリア） 

地区の性格 主要な遺構と遺物が存在する範囲であり、史跡に指定されている。 

地下に遺構・遺物が良好な状態で保存されていると予想される。 

所有の状況等 ・公有地、民有地 

 

・公有地、民有地 

・建築物が１棟建つ。 

・民有地 

保存管理の方針 ・遺構の調査研究・保存活用に資する行為以外の現状変更は、原則として認めない。 

・ただし、既存の建築物・工作物・道路等に関しては、史跡の本質的価値を損なわず、地下遺構に影響

のないものに限り、現状変更を認める。 

・遺構・遺物を確実に保護するとともに、史跡の価値を広く共有するための保存活用整備を推進する。 

建築物 ・史跡の保存活用を目的としたもの以外の新築は、原則として認めない。 

・ただし、仮設的なものや期限が定められたものについては、史跡の本質的価値を損なわず、地下遺構

に影響のない範囲で認める。 

・除去にあたっては、地下遺構に影響のないよう留意して行う。 

工作物 ・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新設は、原則として

認めない。 

・既設工作物の改修は、地下遺構

に影響のないものに限り認め

る。 

・除去にあたっては、地下遺構に

影響のないよう留意して行う。 

・史跡の保存活用を目的とし

たもの以外の新設は、原則と

して認めない。 

・ただし、簡易なもので地下遺

構に影響のないものについ

ては、協議のうえ認める。 

・既設工作物の改修は、地下遺

構に影響のないものに限り

認める。 

・除去にあたっては、地下遺構

に影響のないよう留意して

行う。 

・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新設は、原則として

認めない。 

・既設工作物の改修は、地下遺構

に影響のないものに限り認め

る。 

・除去にあたっては、地下遺構に

影響のないよう留意して行う。 

地形改変 ・地形の改変は、原則として認めない。 

・ただし、史跡の保存活用に資するものに限り認める。 

道路 ・新設・拡幅は、史跡の保存活用を目的としたもの以外は、原則として認めない。 

植栽 ・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新規植栽は、原則と

して認めない。 

・ただし、小規模なものは地下遺

構に影響を及ぼさない範囲で

認める。 

・伐採・伐根は地下遺構の保護と

史跡の景観保全に配慮したも

のに限り認める。 

 

・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新規植栽は、原則

として認めない。 

・伐採・伐根は地下遺構の保護

と史跡の景観保全に配慮した

ものに限り認める。 

・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新規植栽は、原則

として認めない。 

・伐採・伐根は地下遺構の保護

と史跡の景観保全に配慮したも

のに限り認める。 

・ただし非常災害に伴う応急措

置については、この限りでな

い。 

発掘調査 ・史跡の調査研究・保存活用を目的とするものは認める。 

追加指定 － 

公有地化 ・原則、公有地化を図る 

 

 

 

表● 各地区における現状変更等の取り扱い基準（１） 
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地区区分 D 地区 

（道路エリア） 

 

E 地区 

（農道エリア） 

 

地区の性格 主要な遺構と遺物が存在する範囲であり、史跡に指定されている。 

地下に遺構・遺物が良好な状態で保存されていると予想される。 

所有の状況等 ・公有地 ・公有地 

保存管理の方針 ・遺構の調査研究・保存活用に資する行為以外の現状変更は、原則

として認めない。 

・ただし、既存の工作物・道路等に関しては、史跡の本質的価値を

損なわず、地下遺構に影響のないものに限り、現状変更を認める。 

・遺構・遺物を確実に保護するとともに、史跡の価値を広く共有す

るための保存活用整備を推進する。 

建築物 － 

工作物 ・史跡の保存活用を目的とした

もの以外の新設は、原則として

認めない。 

・ただし、既設工作物の設置範囲

内に限定して設置し、地下遺構

のないものに限り認める。 

・既設工作物の改修・除去は、地

下遺構に影響のないものに限

り認める。 

・ただし非常災害に伴う応急措

置については、この限りでな

い。 

・史跡の保存活用を目的とし

たもの以外の新設は、原則と

して認めない。 

・ただし、簡易なもので地下遺

構に影響のないものについ

ては、協議のうえ認める。 

・既設工作物の改修・除去は、

地下遺構に影響のないもの

に限り認める。 

地形改変 ・地形の改変は、原則として認めない。 

・ただし、史跡の保存活用に資するものに限り認める。 

・ただし非常災害に伴う応急措置については、この限りでない。 

道路 ・新設・拡幅は、史跡の保存活用を目的としたもの以外は、原則と

して認めない。 

植栽 ・史跡の保存活用を目的としたもの以外の新規植栽は、原則として

認めない。 

・伐採・伐根は地下遺構の保護と史跡の景観保全に配慮したものに

限り認める。 

発掘調査 ・史跡の調査研究・保存活用を目的とするものは認める。 

追加指定 － 

公有地化 すでに公有地化されている 

 

 

 

 

 

 

 

表● 各地区における現状変更等の取り扱い基準（２） 
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地区区分 F 地区 

（農地・山林エリア） 

 

G 地区 

（宅地・雑種地エリア） 

 

地区の性格 主要な遺構と遺物が存在する範囲である。 

地下に遺構・遺物が良好な状態で保存されていると予想される。 

史跡には指定されていない。 

所有の状況等 ・民有地 

 

・民有地 

・建築物が 33 棟立つ。 

保存管理の方針 ・周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱いを原則とするが、土地所有者等

の理解と協力の下、可能な限り、現状保存を図る。 

建築物 ・確認調査を実施した上で、遺構

が検出された場合は、現状保存

を求める 

・確認調査の実施等により、遺

構が検出された場合は、現状

保存を求める 

工作物 ・工作物設置場所の確認調査（軽微な変更等の場合は職員による立

会）を実施した上で、遺構面を保護できる範囲で工事を実施する

ことを求める 

地形改変 ・確認調査を実施した上で、遺構が検出された場合は、適切な保存

ができるように関係者と協議を行う。 

道路（私道・農道

を含む） 

・県・市等の関係部局に、史跡の

保護等について理解と協力を

求める。 

・地権者・管理者に地下遺構の保

護や史跡の景観保全等につい

て理解と協力を求める。 

・都市計画道路（県道拡幅）につ

いては、史跡の保存と両立でき

るように関係機関と協議を行

う。 

・県・市等の関係部局に、史跡

の保護等について理解と協

力を求める。 

・地権者・管理者に地下遺構の

保護や史跡の景観保全等に

ついて理解と協力を求める。 

植栽 ・地権者・管理者に地下遺構の保護や史跡の景観保全等について理

解と協力を求める。 

発掘調査 ・現状変更等の際は、工事計画に応じて発掘調査を実施する。その

結果、重要な遺構が発見された場合は、原則、現状保存を求める。 

追加指定 ・土地所有者と協議の上、条件が整ったものは追加指定する。追加

指定後は、原則、公有地化を図る。 

公有地化 ・追加指定範囲について公有地化する。 

 

  

表● 各地区における現状変更等の取り扱い基準（３） 
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許可申請区分（Ａ～Ｅ区） 行為の内容 想定される主な具体例 

文化庁

長官 

文化財保護法

第 125 条 

下記以外の行為 ・家屋・工場等の増改築、除去等 

・道路・擁壁等の改修（既掘削範囲内

での実施に限る） 

・地形の改変を伴う掘削・盛土・切土

等の行為 

・現状の景観に大きな影響を及ぼす

行為 

船橋市

教育委

員会 

文化財保護法

施行令第 5 条

第 4 項 

・3 か月以内の期間に限って設置される小規模建

築物の新築・増改築・除去 

・工作物の設置、改修、除去 

・土地の形状の変更を伴わない道路の修繕 

・既設埋設物（給水管・排水管等）の改修、除去 

・ 

・仮設プレハブ等の設置 

・電柱等の改修（既掘削範囲での実施

に限る） 

・既設排水管・給水管の修繕等（既掘

削範囲内での実施に限る） 

・道路の舗装等の補修、オーバーレイ

（掘削・盛土・切土等の行為を伴わ

ないものに限る） 

・景観に大きく影響を与えない範囲

の木竹の伐採 

許可申

請不要 

維持の措置 

文化財保護法

第 125 条但し

書き 

・史跡がき損、衰亡している場合の復旧、その拡

大を防ぐ応急処置、復旧が困難な場合の除去 

・遺構が損壊した場合、もしくはその

恐れのある場合の復旧・応急措置・

危険除去等（当該箇所への盛土に

よる保護や土のう設置等による養

生等） 

非常災害のた

めに必要な応

急措置 

文化財保護法

第 125 条但し

書き 

・非常災害時、もしくはその発生が予測される場

合に緊急的にとられる応急措置 

・土砂崩れ、倒壊した工作物等の除去 

・倒木、危険木等の伐採・除去 

・住宅地・耕作地に流入した土砂の撤 

 去 

・崩落の恐れのある傾斜地へのシー

トの設置 

・遺構へ影響しない簡易な防護柵等

の設置 

保存に及ぼす

影響が軽微で

ある場合 

・日常的な維持管理行為 ・耕作等の営農行為 

・資材等の仮置き 

・水路・側溝等の清掃管理 

・日常的な木竹の伐採・剪定・下草刈  

 り 

・道路の維持管理に必要な補修・小修

繕等 

表● 現状変更等の行為に対する許可申請区分 
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附意見書 

附意見書 

現状変更の計画・立案 

市教委へ問合せ・協議 

許可申請必要（A〜E 区） 許可申請不要 

県教委との 
連絡調整 

周知の埋蔵文化財 
包蔵地の 

発掘届出・通知 
（法 93 条・94 条） 

県教委から 
埋蔵文化財取扱い
に関する指示の 
市教委への送付 

船橋市教育委員会による許可 文化庁⻑官による許可 

史跡への影響等を審議 

許可 不許可 

市教委から 
県教委へ進達 

市教委へ許可申請書を提出 市教委へ許可申請書を提出 

市教委から県教委へ進達 

県教委から文化庁へ進達 

史跡への影響等を審議 

許可 不許可 

文化庁から県教委へ許可通知 

県教委から市教委へ許可通知 

市教委から 
申請者への 
指示の伝達 

埋蔵文化財への影
響等を審議 

市教委から申請者へ許可通知 

届出者・通知者に
よる指示事項への

対応 

現状変更の着手 

現状変更の終了 

現状変更の終了報告の提出 

現状変更の着手 

現状変更の終了 

指定地外（Ｆ・Ｇ区） 

第●図 現状変更等の許可申請フロー 
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第７章 活用 

 

第１節 方向性 

基本方針：様々な活用を通じて、取掛西貝塚の本質的価値をわかりやすく、正しく伝え、そ

の魅力を向上させる。 

 

・史跡の周知・啓発 

  幅広い世代に史跡の周知を図るため、普及資料の作成・配布を行い、講演会・展示・見

学会を開催し、SNS 等での発信を継続・充実させる。また、現地で史跡の本質的価値を体

感・体験できる機会の充実に努める。 

 

・学校教育における活用推進 

次世代の担い手となる子供たちが、学校で史跡の重要性や価値を学んで「ふるさと船

橋」に愛着をもつことができるように、学校での史跡学習を推進する。 

 

・博物館等を拠点とした生涯学習の推進 

  生涯学習の拠点として博物館・資料館の展示等の充実をはかり、現地や生涯学習施設と

の連携により、生涯学習の推進をはかる。 

 

・市内の遺跡や文化財を含む総合的な活用 

  市内の遺跡や周辺の文化財も含めた文化財保存活用地域計画の策定など、地域におけ

る総合的な活用を検討する。さらに市域にとどまらない、より広範な地域の視点からの活

用を検討し、実現化を目指す。 

 

・市民の「史跡」として市民自ら活用 

  市民参加型の活用の検討を行い、実現を目指す。 

 

・継続的な調査研究の実施と市民への還元 

  取掛西貝塚の学術的な調査研究を進め、新たな遺跡の価値を掘り出し、市民に還元する

とともに、日本の歴史研究に寄与する。 
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第２節 方法 

１． 史跡の周知・啓発 

これまでも史跡の普及刊行物の配布や出前講座・講演会の実施、SNS 等 Web 発信に取り

組んでいるが、さらに充実をはかり、継続して実施することで、史跡の周知・啓発をは

かる。 

 

２． 学校教育における活用推進 

  社会科・総合学習等さまざまな教科の授業で活用できる教材（刊行物、レプリカ、動画

など）を作成し、出前授業の仕組みを構築する。学校教員に史跡の価値と重要性について

知ってもらい、連携して教材等の開発や授業での利用方法を検討し、実施する。 

 

３． 博物館等を拠点とした生涯学習の推進 

史跡のガイダンス的機能をはたすため、飛ノ台史跡公園博物館や郷土資料館の展示等の

更新・充実を検討し、実施する。また、博物館・資料館を学習拠点の核として、史跡現

地や市民大学、周辺公民館や図書館、三番瀬環境学習館などの関連施設とのネットワー

ク化を検討し、整備を進める。 

 

４． 市内の遺跡や文化財を含む総合的な活用 

海とふなばしの関係を軸に様々な遺跡や文化財、文化とつなげた活用を検討する。検討

された総合的な活用は、文化財保存活用地域計画の策定により推進をはかる。 

より広範な地域の視点による活用として、他自治体等との連携など、市外の遺跡と関連

した活用を検討し、実現化を目指す。 

 

５． 市民の「史跡」として市民自ら活用 

地域住民や市民が参加する活用を検討し、実現を目指す。 

 

６． 継続的な調査研究の実施と市民への還元 

  継続的に調査研究を進め、その成果を博物館等での企画展示や講演会、刊行物などによ

り市民に還元する。 
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第８章 整備 

 

第１節 方向性 

 基本方針：活用の方針を達成するために必要な整備を進める。 

      まちづくりとしての遺跡の整備を進める 

 

・学習拠点としての博物館等の整備推進 

  学習拠点としての飛ノ台史跡公園博物館、郷土資料館の整備を検討し、推進する。 

 

・市民が現地にアクセスしやすい環境の整備 

 

・現地における市民による活用の推進 

   

・まちづくりとしての遺跡の整備推進 

  まちづくりと史跡保護が共生する方法を検討し、推進する 

  史跡の景観を保護する 

 

第２節 方法 

１． 学習拠点としての博物館等の整備推進 

飛ノ台史跡公園博物館や郷土資料館の館内展示の充実・更新に必要な施設整備を検討

し、推進する。 

 

２． 市民が現地にアクセスしやすい環境の整備 

案内板の設置やトイレ・駐車場の設置など市民が訪れやすい環境を検討し整備する 

 

３．  現地における市民による活用の推進 

説明板の設置や史跡用地を利用した活用方法を検討し、必要な整備を推進する 

 

４．  まちづくりとしての遺跡の整備推進 

関連部署との協議により、まちづくりと史跡保護が共生する方法を検討し、進める。 

史跡の景観を保護するため、所有者に史跡の保護を啓発し、工作物の撤去・移転の協

議を所有者とすすめる。 
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第９章 運営・体制の整備 

 

第１節 方向性 

 基本方針：取掛西貝塚の適切な保存・活用のため、運営体制を整備する。 

史跡の保存・活用、整備を推進するには、行政だけでは限界があることから、土地所有者

や地域住民、学校、さまざまな分野の研究者や研究機関、関係行政機関等との連携と協働を

はかる必要がある。以下に史跡の管理運営及び体制に関する基本方針を示す。 

 

・保存管理・活用の体制づくり 

 文化課（文化財保護係・埋蔵文化財調査事務所）と飛ノ台史跡公園博物館・船橋市郷土資

料館、さらに庁内各部署との連携を強化し、文化庁・千葉県教育委員会・他自治体（博物

館）・関連機関等の指導・助言・連携により、行政による史跡の保護体制の充実を図る。 

 

・市民との連携の強化 

管理団体である船橋市が、市民、地域住民、土地所有者、地域活動団体などと連携・協

働しながら、史跡を将来にわたって保存・活用していく体制を整える 

 

・学校教育における活用推進のための体制構築 

 学校教育における活用を推進するため、教員や学校教育部との連携体制を構築する 

 

・調査研究を推進するための体制整備 

 取掛西貝塚に関する調査・研究を継続的に行い、史跡の本質的価値に関する保存・活用・

整備を効果的に実施できるよう、教育・研究機関、学識経験者、専門家、他自治体（博物

館）等と相互的な協力・支援を図り、組織的・人的ネットワークの充実に努める。さまざ

まな専門家や研究機関等の指導・助言を受けて調査研究を推進できる体制を整備する 

 

第２節 方法 

１． 保存管理・活用の体制づくり 

文化財関連部署や庁内外関連部署との連携体制を構築する。 

博物館連絡協議会を通して、文化課文化財保護係・埋蔵文化財調査事務所・郷土資料

館・飛ノ台史跡公園博物館などの文化財関連部署との連携を強化し、体系化した活用を

目指す。 

 

２．市民との連携の強化 

 現地の自治会と連絡体制を構築し、必要に応じてワークショップ等意見交換の機会を設

ける。 
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３． 学校教育における活用推進のための体制構築 

 未来を担う子ども達が取掛西貝塚の価値に触れ、後世に伝えていけるよう、庁内の学校教

育所管課、市内小中学校への情報・情報媒体の提供に努めるとともに、取掛西貝塚を学校教

育に積極的に活用できるよう、連携体制の充実に努める。学校教員や学校教育所管課と文化

財関連部署で、教材の開発や授業での指導案など具体的な学校教育での活用方法を検討し、

実施するための体制を構築する。 

 

４． 調査研究を推進するための体制整備 

継続研究について、各分野の専門家にアドバイザーとして指導・助言を受け、船橋市文

化財審議会の意見をききながら調査研究を計画的に進める 
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第●図 取掛西貝塚の保存・活用に関わる運営・体制 

 

  

 

 

 

●庁内連携体制の充実 

 教育委員会（生涯学習部[文化課等]、

管理部、学校教育部）、市長公室、企画

財政部、環境部、経済部、都市計画

部、道路部、下水道部、消防局ほか 

 

●史跡の保存・活用・整備 

・現状変更等への対応 

・調査・研究、計画策定 

・保存（維持管理、点検、保存整備） 

・活用、整備、運営・体制の整備 

・情報の提供・発信、普及 

・地域活動団体の活動支援 

 

 

文化庁・千葉県（教育庁、その他関係する部局） 

教育・研究機関、学識経験者、専門家、他自治体（博物館）等 

船橋市（管理団体） 

市民・地域住民・地域活動団体 

学校 

土地所有者・管理者 

市域外の人々 

指導・助言・状況に応じて参加（オブザーバー） 

連

絡

・

調

整

・

連

携 

指

導

・

助

言

・

支

援 
連携、一体的な取組・活動 

情報共有 

連携 

情報の提供 

・発信 

 
協力・支援・参加 

協力・支援 

情報の提供・ 

発信・ 

普及 

 

連携・ 

協働の取組 

協力・支 援・参加 

地域で取り組む 

取掛西貝塚の保存・活用の体制 

船橋市文化財審議会 

継続調査アドバイザー 

指導・助言 


